
R7.9.1 教育民生委員会資料 

加賀市体育施設条例の一部改正について 

 

令和８年春に新しいプールが加賀温泉駅周辺に完成し、中央公園内の３つの既存プールについ

ては廃止となることから、新設及び廃止にかかる事項を規定するため、加賀市体育施設条例の一

部を改正する。 

 

１ 主な改正内容 

（１）既存プールの廃止（第１条関係） 

①「加賀市屋内水泳プール」、「加賀市屋外水泳プール」、「加賀市屋外飛び込みプール」の廃止 

②廃止に伴う利用時間等の規定の削除 

 

（２）新プールの設置に関する規定（第２条関係） 

① 名称及び位置  加賀市市民水泳プール  加賀市加茂町ソ62番地 1  

② 利用時間 平日：午前９時から午後８時まで 

日曜日及び国民の祝日：午前９時から午後６まで 

       （ただし、7月 1日から 8月31日まで午前９時から午後８時まで） 

③ 休業期間 12月28日から翌年 1月4日 

④ 利用料金 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施行期日 

第 1条の規定は、令和8年4月 1日  第 2条の規定は、規則で定める日 

１ 個人利用料金 

２ 専用利用料金 

以下は現中央公園内の屋内水泳プールと同様 

〇中学生以下の者及び障害者：無料  /  75 歳以上の高齢者：一般の金額の半額 

〇市外の者 高齢者：一般と同額 /中学生以下の者：高校生の金額 /左記以外の者：一般の２倍の金額 

※個人利用による利用は、1回 につき2時間を限度とする。 
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日 時

会 場

会 費

加賀市立錦城東小学校／片山津小学校／橋立海青学園

無料（昼食（弁当）を希望される方は1,000円）

対 象 教職員、教育委員会、教育関係者など 100名
（応募者多数の場合は、学校関係者を優先の上、抽選となる場合があります）

加賀市教育委員会 教育庶務課（口出・藤村）0761-72-7975

文部科学省委託事業：教員研修の高度化に資するモデル開発事業

BE THE PLAYER 自分で考え 動く 生み出す そして社会を変える

2025年11月17日（月）10:00-16:00

お問合せ

２次案内・申込案内

加賀市では、市内全小中学校が「子どもが主役の授業」へと学びを変えることに本気で挑戦しています。

小中学校授業ツアーでは現在の加賀の学校の学びをご覧いただき、これまでの加賀の学びの改革を一通り説明したのち、

加賀市内教職員と一緒にこれからの教育について、対話しながら一緒に考えるワークショップを開催します。

〆切：10/3(金)

加賀温泉駅集合／市マイクロバスで移動

橋立海青学園（義務教育学校）

錦城東小学校／片山津小学校

全体説明／加賀市教育長から

10:00~10:20

加賀温泉駅集合／移動

10:30~11:15

授業ツアー①

12:45~13:15

全体会①

（子どもに委ねる学び・子どもが主役の授業への挑戦）

加賀温泉駅行き市マイクロバス出発16:15発

17:00着 加賀温泉駅／解散

2025 KAGA

Education PLAYER’s Day

11:30~12:45

移動／昼食
市マイクロバスで移動した後昼食

13:25~14:15

授業ツアー②

14:30~16:00

全体会② ワークショップ／加賀市内教職員と

※駐車場の関係上、加賀温泉駅⇔各学校の
移動は市マイクロバスでお願いいたします。

（予定）
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